
○岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校授業料及び入学選抜手数料等徴収条例施行

規則 

平成１２年３月２４日 

市教育委員会規則第１３号 

改正 平成１７年２月２２日市教育委員会規則第５号 

平成２０年５月２７日市教育委員会規則第９号 

令和３年２月２日市教育委員会規則第１号 

令和６年３月２９日市教育委員会規則第８号 

岡山市立高等学校授業料の減免に関する規則（平成１１年市教育委員会規則第７号）の

全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校授業料及び入学選抜手数料等徴

収条例(平成１０年市条例第４９号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（授業料の徴収及び納期限） 

第１条の２ 岡山市立岡山後楽館高等学校において徴収する授業料の納期限は，別表第１

のとおりとする。ただし，同表に定める納期限が岡山市の休日を定める条例（平成元年

市条例第４４号）第１条第１項に定める市の休日（以下「休日」という。）に当たると

きは，その日後においてその日に最も近い休日でない日を納期限とする。 

（減免の対象） 

第２条 授業料の減免を受けることができる者は，次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に基づく保護を受けている世

帯に属する者 

（２） 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に基づき，当該年度の市町村民

税が非課税である世帯又は均等割のみを課されている世帯（税額控除の適用により市

町村民税の所得割が課されない世帯を除く。）に属する者 

（３） 前２号に定めるもののほか，教育委員会が特に減免の必要があると認めた者 

（減免額） 



第３条 授業料の減免額は，別表に定める額とする。 

（申請） 

第４条 授業料の減免を受けようとする者は，授業料減免申請書（様式第１号）に教育委

員会が必要と認める書類を添えて，学校長を経由して教育委員会に提出しなければなら

ない。 

（減免の決定） 

第５条 教育委員会は，前条の規定による申請があった場合は，これを審査し，その結果

を学校長を経由して申請者に通知するものとする。 

（減免の期間） 

第６条 授業料の減免は，当該申請のあった日の属する年度内に限るものとする。 

（減免事由の消滅の届出） 

第７条 授業料の減免を受けている者は，減免を必要とする事由が消滅した場合は，直ち

に授業料減免事由消滅届（様式第２号）を学校長を経由して教育委員会に提出しなけれ

ばならない。 

（減免の取消し） 

第８条 教育委員会は，前条の規定による届出があったとき又は不当に授業料の減免を受

けた者があるときは，当該減免の決定を取り消し，既に減免した授業料の全部又は一部

を追徴するものとする。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，教育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年市教育委員会規則第５号） 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年市教育委員会規則第９号） 

この規則は，公布の日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年市教育委員会規則第１号） 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 



附 則（令和６年市教育委員会規則第８号） 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

別表１（第１条の２関係） 

 

別表２（第３条関係） 

減免事由 減免額 

生活保護法の規定に基づく保護を受けている世帯に属する者 全額 

市町村民税が非課税である世帯又は均等割のみを課されている

世帯（税額控除の適用により市町村民税の所得割が課されない世

帯を除く。）に属する者 

第２条第３号の規定により，教育委員会が特に必要と認めた者 その都度教育委員会が定

める額 

 



 



 


